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目

次

告

示

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
附
属
機
関

　
の
設
置
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

五
四
五

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取

　
扱
事
務
の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

五
四
五

○
道
路
の
供
用
開
始	

五
四
五

公

告

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出	

五
四
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
、
附
属
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示

す
る
。令

和
三
年
十
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

附
属
機
関

担
任
事
務

委
員
の
定
数

委
員
の
要
件

委
員
の
任
期

所
管
課

山
梨
県
地
方

税
制
等
検
討

会

本
県
に
ふ
さ
わ
し
い

税
制
の
構
築
を
図
る

た
め
の
課
税
自
主
権

の
活
用
等
に
係
る
審

議
に
関
す
る
事
務

九
人
以
内

一
　
学
識
経

験
の
あ
る

者
二
　
税
理
士

三
　
経
済
団

体
の
役
職

員

令
和
三
年
十

月
二
十
五
日

か
ら
令
和
四

年
三
月
三
十

一
日
ま
で

総
務
部

税
務
課

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
号

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
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十
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日

山
梨
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事
　
　
長
　
　
崎
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太 

郎

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務

の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
一
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
十
三
　
山
梨
県
職
員
（
観
光

推
進
監
）
（
一
般
任
期
付
職

員
）
選
考
採
用
試
験

第
一
次
選
考
に
係
る

総
合
ラ
ン
ク
（
第
一

次
選
考
の
不
合
格
者

に
係
る
も
の
に
限
る

。
）
並
び
に
第
二
次

選
考
に
係
る
総
合
得

点
及
び
順
位

第
一
次
選
考
の
不
合

格
者
に
つ
い
て
は
、

第
一
次
選
考
の
結
果

の
通
知
の
日
か
ら
一

か
月
間
。
第
二
次
選

考
の
受
験
者
に
つ
い

て
は
、
第
二
次
選
考

の
結
果
の
通
知
の
日

か
ら
一
か
月
間
。

山
梨
県
観
光
文

化
部
観
光
文
化

政
策
課

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
三
年
十
一
月
十
五
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
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線
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間
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（
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ー
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ル
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開
始
の

期
日

県
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柳
平
塩
山
線
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市
牧
丘
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杣
口
字
東
上
一
七
〇

四
番
五
地
先
か
ら
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丘
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で
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発
行
者
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氏
　
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

佐
藤
　
顯
彦

都
留
市
井
倉
四
百
六
十
一
番
地

矢
野
　
秀

都
留
市
井
倉
二
千
一
番
地

矢
野
　
文
昭

都
留
市
井
倉
三
百
七
十
九
番
地

秋
山
　
忠
士

都
留
市
井
倉
四
百
十
番
地

秋
山
　
昇

都
留
市
井
倉
四
百
六
十
番
地

小
俣
　
光
秀

都
留
市
古
川
渡
五
百
八
番
地

近
藤
　
明
忠

都
留
市
古
川
渡
八
百
三
十
九
番
地
一

平
井
　
仁

都
留
市
古
川
渡
五
百
二
十
五
番
地
二

平
井
　
博
人

都
留
市
井
倉
三
百
七
十
三
番
地
二

矢
野
　
幹
夫

都
留
市
井
倉
四
百
三
十
七
番
地

矢
野
　
信
一
郎

都
留
市
井
倉
四
百
二
十
一
番
地

矢
野
　
勝

都
留
市
井
倉
四
百
三
番
地

藤
本
　
明
久

都
留
市
古
川
渡
八
百
四
十
九
番
地
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告

◉
　
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

土
地
区
画
整
理
法
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昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
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次

の
と
お
り
都
留
市
井
倉
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合
か
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理
事
の
氏
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び
住
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届
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が
あ
っ
た
。
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